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産
経
新
聞
は
、
本
年
八
月
二
十
二
日
、
八
月
下
旬
か
ら
北
朝
鮮
を
訪
れ
て
い
た
朝
鮮
大
学
校
の
学
生
ら
に
よ
る
訪
朝
団
が
、

在
日
本
朝
鮮
人
総
聯
合
会
（
朝
鮮
総
連
）
側
か
ら
指
示
を
受
け
、
合
計
で
数
千
万
円
程
度
を
北
朝
鮮
に
持
ち
込
ん
だ
と
の
情
報

が
あ
る
と
報
じ
た
。 

 

政
府
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日
の
閣
議
了
解
「
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
き
北
朝
鮮
向
け
の
支
払
を
原
則

禁
止
と
す
る
措
置
に
つ
い
て
」
を
受
け
て
、
外
為
法
に
基
づ
き
、
北
朝
鮮
に
住
所
等
を
有
す
る
個
人
等
に
対
す
る
支
払
を
原
則

禁
止
と
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
、
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
実
施
し
、
そ
の
例
外
と
し
て
は
、
人
道
目
的
か

つ
十
万
円
以
下
の
場
合
で
あ
る
と
発
表
し
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
お
尋
ね
す
る
。 

一 

北
朝
鮮
に
支
払
手
段
等
を
携
帯
輸
出
し
、
北
朝
鮮
に
住
所
等
を
有
す
る
者
に
交
付
す
る
行
為
は
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
支
払

に
該
当
す
る
か
、
お
尋
ね
す
る
。 

二 

人
道
目
的
で
あ
れ
ば
、
北
朝
鮮
に
住
所
等
を
有
す
る
者
に
十
万
円
相
当
額
を
超
え
る
支
払
を
行
う
こ
と
は
許
可
さ
れ
る

か
、
お
尋
ね
す
る
。 
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三 

財
務
省
関
税
局
長
は
、
令
和
五
年
四
月
十
日
、
各
税
関
長
及
び
沖
縄
地
区
税
関
長
に
対
し
て
、
「
北
朝
鮮
に
対
す
る
全
貨

物
の
輸
出
禁
止
措
置
等
に
伴
う
税
関
の
対
応
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
通
達
の
「
５
．
厳
格
な
法
執
行
」
で
、
「
関
係
部
門
が

緊
密
に
連
携
し
、
税
関
業
務
を
一
層
厳
正
か
つ
的
確
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
違
法
行
為
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
、
厳
正

に
対
処
す
る
こ
と
。
」
と
指
示
し
た
が
、
本
通
達
は
現
在
で
も
有
効
か
、
お
尋
ね
す
る
。 

四 

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
（
安
保
理
）
決
議
第
二
千
九
十
四
号
十
四
の
規
定
は
、
大
量
の
現
金
の
北
朝
鮮
へ
の
移
転

が
、
安
保
理
決
議
に
よ
り
課
さ
れ
た
措
置
を
回
避
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
得
る
こ
と
に
懸
念
を
表
明
し
、
す
べ
て
の
国
が
、

安
保
理
決
議
の
規
定
に
定
め
る
資
産
移
転
防
止
等
の
措
置
を
、
北
朝
鮮
に
向
け
て
及
び
北
朝
鮮
か
ら
通
過
す
る
現
金
伝
書
使

を
通
じ
た
も
の
を
含
む
現
金
の
移
転
に
適
用
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
ま
た
、
安
保
理
決
議
第
二
千
三
百
二
十
一
号
三
十

五
の
規
定
は
、
安
保
理
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
措
置
を
回
避
す
る
た
め
に
大
量
の
現
金
が
使
用
さ
れ
得
る
こ
と
へ
の
懸
念
を
改

め
て
表
明
す
る
と
と
も
に
、
加
盟
国
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
警
戒
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
政
府
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
を
含
む
安
保
理
決
議
を
誠
実
に
履
行
す
る
か
、
お
尋
ね
す
る
。 

五 

前
項
の
安
保
理
決
議
に
あ
る
「
大
量
の
現
金
の
北
朝
鮮
へ
の
移
転
」
は
、
一
人
の
現
金
伝
書
使
が
大
量
の
現
金
を
運
搬
す

る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
集
団
が
小
分
け
に
し
て
大
量
の
現
金
を
運
搬
す
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解



 

３ 

 

如
何
。 

六 
政
府
は
、
北
朝
鮮
向
け
の
違
法
な
支
払
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
、
法
と
証
拠
に
基
づ
き
適
切
に
対
処
す
る
か
、
お
尋
ね

す
る
。 

 

右
質
問
す
る
。 


